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リース会計に関する公開草案の公表 

ハイライト  
リース会計に関する抜本的な変更が、2010 年 8 月 17 日に IASB 及び FASB（以下、
両審議会）が公表した公開草案において提案されています。公開草案では大部分のリ

ースに対して単一のモデルを適用することが提案されており、これにより実質的にリース

をオフ・バランスすることはできなくなります。提案されているモデルにより、企業はリー

スの会計処理に対し数多くの見積もりを行い、それを定期的に再評価することが求めら

れます。公開草案が提案どおりに最終基準化された場合、既存のリースも移行時に影

響を受け、いかなるリースもその適用が免除されることはありません。 

提案されているモデルはその開発に数年を要しており、以下のような現行モデルに対し

て頻繁になされる批判に対処するものです。  

► 経済的に類似するリース取引に異なる会計処理がなされることがある。 

► オペレーティング・リースから生じる重要な資産及び負債が計上されない。  

► リース開始時に行った見積もりが再評価されることがない。  

適用対象 

提案されているモデルでは、契約がリースであるか、もしくは契約にリースが含まれてい

るか否かを評価する現行規定の大部分が引き継がれています。その結果、現行の会計

基準においてリースとみなされている契約は、通常、提案されている基準のもとでもリー

スとみなされることになると思われます。公開草案では IAS 第 40 号「投資不動産」に従
い公正価値で測定される投資不動産のリースは適用対象から除外されています。 

借手の会計処理 

借手は、リース料支払債務の現在価値を負債として、またリース期間に渡ってリースさ

れる資産を使用する権利を資産（使用権資産）として計上することが求められます。リー

スごとに計上すべきリース資産及びリース負債は、リース期間に渡って支払うと予想さ

れるリース料に基づくことになります。 
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予想支払リース料は不確実な事象や条件に関する見積りや判断に基づいて測定されま

す。この場合の見積りや判断には、更新オプションやリース期間に渡って支払われる変

動リース料を検討することが含まれます。これらの見積りはリース開始時に行われるこ

とになりますが、現行の会計基準とは大幅に異なるものになります。 

事後測定 
使用権資産はリース期間又は原資産の耐用年数のいずれか短い期間で償却されます。

借手は IAS 第 16 号「有形固定資産」に伴い、使用権資産を公正価値で評価することも
求められています。加えて、使用権資産は IAS 第 36 号「資産の減損」の減損検討対象
となります。実効金利法によりリース料支払債務に係る支払利息が認識される一方で、

リース料支払債務はリース料を支払うことで減少します。大抵のリースでは、（リース料

支払債務が減少することにより支払利息が減少するため）認識される総費用（すなわち、

償却費及び支払利息）はリース期間の早い段階の方が、その後の段階よりも大きくなり

ます。 

借手は毎期、リース料支払債務の算定の際に用いた見積りや判断の再評価を行い、見

積りや判断の変更が必要と判断された場合には、リース料支払債務に対し必要な調整

を行います。 

移行規定 
提案されている基準の当初適用日に、借手は当該日時点に存在するリースに関し、基

準を簡便的な方法で遡及適用することで、リース料支払債務及び使用権資産を認識す

る必要があります。当初適用日は、企業がこの公開草案（新基準）を適用した最初の財

務諸表に表示される比較対象期間の期首となります。 

貸手の会計処理 

公開草案では、貸手が使用権モデルを適用するに際して、2 つのアプローチを用いるこ
とが提案されています。リースごとに、貸手は履行義務アプローチ又は認識中止アプロ

ーチのいずれかを適用することになり、いずれのアプローチを適用するかは貸手が原資

産に関する重要なリスク、または便益を留保しているかどうかを判断して決定されます。

いずれのアプローチによった場合でも、貸手は借手からリース料の支払を受ける権利を

表象する資産を財政状態計算書（賃借対照表）に計上します。リース債権は、リース期

間に渡って受領することが予想されるリース料を、貸手が借手に課している利率で割り

引いた現在価値で測定されます。貸手が原資産に関する重要なリスクに晒され、または

便益を享受していないと判断される場合には、貸手は認識中止アプローチを適用します。 

移行規定 
基準の当初適用日に、貸手は当該日時点に存在するすべてのリースに関し、基準を簡

便的な方法で遡及適用することで、リース債権を認識する必要があります。すなわち、

残存受取リース料を、借手に課している利率（リース開始日に算定）で割り引いた現在

価値でリース債権を測定します（減損考慮後）。 

履行義務アプローチを適用するリースに関し、貸手はリース負債を認識し、以前に認識

を中止した原資産を再度計上します。貸手はリース負債については、当初適用日にリー

ス債権と同様に測定し、以前に認識を中止した資産については、償却原価（減損及び再

評価考慮後）で測定します。 

認識中止アプローチを適用するリースに関し、貸手は残余資産を当初適用日の公正価

値で認識します。 
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提案されているその他の改定例 

サブリース 
サブリース契約では、ある当事者（中間の貸手）が同一資産の貸手及び借手となります。

すなわち、当該当事者は原リースのもと原資産を使用する権利を取得する一方で、サブ

リースでは貸手となり、原資産の使用権を、原リースと同じ期間、もしくはそれより短い

期間に渡り、異なる当事者に移転します。公開草案には、サブリースから生じる資産及

び負債に関して、異なる測定規定は設けられていません。よって、原リースから生じる資

産及び負債に対しては借手の会計モデルが適用され、サブリースから生じる資産及び

負債に対しては貸手の会計モデルが適用されます。 

今後の動向 

公開草案では、その適用日は定められていません。適用日は、現在進行中の多くの重

要なジョイント・プロジェクトに係る他のプロジェクトの一環として検討される予定です。両

審議会は 2010 年 12 月 15 日までに公開草案に対するコメントを提出することを求め
ており、現在、2011 年に最終基準の公表を予定しています。平行して豪州会計基準委

員会（以下、AASB）は、今回の両審議会の公開草案を ED202「リース」という形で発行
しており、2010 年 11 月 12 日までコメントを受け付けています。その後、AASB は同

国の意見をまとめ、IASB にコメントを提出する予定です 

提案されているモデルにより現行の実務が大幅に変更されることになり、この変更が資

産をリースしている企業に与える影響を判断するには相当の労力が必要となることもあ

り得ます。そのため、提案されているモデルの内容を確認し、各企業に与えうる影響を

分析することを推奨します。加えて、弊社は提案されているモデルに関する見解や当該

モデルの事業への影響を評価した際に識別した懸念や提言について、AASB 及び両審

議会にコメント・レターを提出することを推奨します。 
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